
 

令和３年３月２４日 

福 祉 保 健 局 

生 活 文 化 局 

 

 !  

Ṍ Ễ Ṍ 
 
健康食品による健康被害を未然に防止するため、都では、法令違反の可能性が高いと思われる

健康食品を販売店やインターネット通信販売などで購入し、調査を行っています。 
このたび、令和２年度の調査結果を取りまとめましたのでお知らせします。 

 
１ 調査結果の概要 
〇表示・広告の検査結果（詳細は別紙参照） 

・販売店で購入した製品では、１０品目中２品目に不適正な表示・広告がみられました。 
・インターネット等の通信販売で購入した製品では、４６品目中３９品目に不適正な表示・

広告がみられました。 
〇５製品から医薬品成分を検出 

・シルデナフィルを含む 2 製品、タダラフィルを含む 2 製品及びメラトニンを含む 1 製品
を発見しました。 
※これらについては、東京都健康安全研究センターホームページで情報提供しています。 

   （URL：http://www.tokyo-eiken.go.jp/kj_shoku/kenkounavi/） 

 

２ 事業者の指導と情報の提供 
   不適正な表示・広告を行った都内事業者に対しては改善等を指導しています。他の自治体

が所管する事業者については当該自治体に通報し、指導等を依頼しました。 
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【 】 
○今回の調査の結果、以下のような不適正な表示・広告（医薬品的な効能効果の標ぼうや根拠が
ない表示）がありました。 

 
 
 
 
 
○健康食品の利用の前には、表示・広告をよく確認してください。 
〇健康食品の長期・大量使用等により健康被害につながることがあります。 
〇東京都では、健康食品を安全に利用するために  
を作成し、安全に利用するためのポイントを情報提供しています。 
以下のホームページに掲載していますので、ぜひご活用下さい。 
http://www.tokyo -eiken.go.jp/kj_shoku/kenkounavi/kouhoumat/uid_5e338a6c082a3/  

＜問合せ先＞ 

（健康食品試買調査関係）      (景品表示法関係・特定商取引法関係) 

東京都健康安全研究センター     生活文化局 

企画調整部健康危機管理情報課    消費生活部取引指導課 

電話：03-3363-3472                電話：03-5388-3068        

 【今回の調査で発見した不適正な事例】 （一例） 

「ヘルペスの予防」  「便秘解消」 

「糖尿病改善」   「アレルギーを抑える」 

製品名

製造者名・

販売者名

摂取量  １日　　　　粒・　　　　ｍL

利用開始日         年　　月　　日

□皮膚（かゆい・赤くブツブツ等）

□消化器（下痢、吐気、腹痛等）

□検査値異常（腎機能、肝機能等）

□その他（　　　　　　　　　　）

        年　　月　　日

※症状が出た場合は、利用を中止し、医療

   機関を受診しましょう。

体調の変化・

気づいたこと

摂取していて

気になる症状

症状が出た日

Ṯ ṯ       記入日：　　　　　年　　　月　　　日

http://www.tokyo-eiken.go.jp/kj_shoku/kenkounavi/


 
令和２年度 健康食品試買調査結果 

（令和３年３月２４日現在） 
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令和２年５月から令和３年３月まで 
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法令違反の可能性が高いと思われる５６品目を調査した。 

健康食品売場等で購入した１０製品、インターネット等の通信販売で４６製品を対象とした。 
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【食品の表示・広告に関する主な規定事項】 

食 品 表 示 法：食品表示基準（品質事項・衛生事項・保健事項・その他）の遵守 

食 品 衛 生 法：食品、添加物等基準の遵守 

健 康 増 進 法：健康の保持増進効果等に関する虚偽・誇大な表示の禁止 

医薬品医療機器等法（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律）：医薬品的効能効果等の標ぼうの禁止 

景 品 表 示 法（不当景品類及び不当表示防止法）：優良誤認、有利誤認等不当表示の禁止 

特 定 商 取 引 法（特定商取引に関する法律）：広告規制の遵守  

 

     

   

   

   

          

        

        

           

           

            

 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

          

          

          

          

          

             

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 



  

 

  

 

 

当該食品を摂取することで感じた違いとして「疲れにくさ」「便通」等をあげ、アレルギー体質の改善

や胃の不調の改善に関する体験談を掲載することで、あたかも様々な身体の不調を改善するかのような

表示（これら文言だけでなく、グラフや写真なども含めた表示全体から判断） 

 

 

 

「免疫細胞を活性化」等の効果を裏付ける合理的根拠がないおそれのある表示や「類似品のない健康

食品」「唯一無二の製品」等と客観的な実証のないおそれのある表示をし、商品が他社の商品よりも優

れているかのように消費者の誤認を招くおそれのある表示 

 
「期間限定特別価格」と期間中に限り特別価格で販売しているように表示しながら、実際には期間限

定ではなく、消費者の誤認を招くおそれのある表示 

 

 

 

 

「ヘルペスの予防」「便秘解消」「糖尿病改善」「アレルギーを抑える」「発がん予防効果」「脳卒中発作を

抑制」「殺菌」 

 

「免疫細胞を活性化」「ＧＬＰ－１を増やす」「脂肪燃焼」「滋養強壮」「ＮＯ（一酸化窒素）分泌サポー

ト」「血管新生を阻害」「疲労回復」「血行促進」 

 

 

 

 

 

食品衛生法で既存添加物とされている物質が、原材料に混在して記載されていた。 

 

用途名である「着色料」のみが記載されており、物質名が併記されていなかった。 

 

食品表示基準で定められた別記様式を用いた表示がされていなかった。 

 

表示に責任を有する「食品関連事業者の所在地及び名称」は表示されていたが、「製造所又は加工所の所

在地及び名称」が欠落していた。 

 

鉄の表示単位について、食品表示基準に定められた単位で表示されていなかった。 

 

栄養成分表示に「糖質」と「食物繊維」の表示しかなく、炭水化物の表示されていなかった。 

 

栄養成分の機能について、食品表示基準に定められたとおりの文言で表示されていなかった。 

 

 

 

返品に関する事項（返品の可否、返品の期間等の条件、返品送料の負担の有無など）が、「申込みの最終

確認画面」に表示されていなかった、又は表示が不明瞭で認識しにくかった。 

 

購入者から解約の通知がない限り継続される無期限又は自動更新の契約である旨や、２回目送付分以降

の商品の価格、送料、支払総額などの表示が、小さな文字でわかりにくかった。 
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